
次の表は、北海道漁港管理条例（昭和３２年北海道条例第３１号）第１３条第１項第１
号の規定による甲種漁港施設の使用に当たり知事の許可を受けなければならない施設とし
て指定された施設（指定施設）を一覧表にまとめたものです。（指定施設のみの表です。）

（参 考）
平成12年 8月 1日 北海道告示第1311号(新規) 平成12年 8月11日 北海道告示第1377号(変更)
平成13年 2月 2日 北海道告示第 160号(新規) 平成13年 2月 2日 北海道告示第 161号(変更)
平成13年 6月19日 北海道告示第1104号(変更) 平成14年 2月 8日 北海道告示第 191号(新規)
平成14年 2月 8日 北海道告示第 192号(変更) 平成14年 2月 8日 北海道告示第 193号(変更)
平成15年 1月31日 北海道告示第 123号(新規) 平成15年 1月31日 北海道告示第 124号(変更)
平成15年 1月31日 北海道告示第 125号(変更) 平成15年 1月31日 北海道告示第 126号(変更)
平成15年 2月21日 北海道告示第 231号(変更) 平成15年 3月11日 北海道告示第 371号(変更)
平成16年 2月 3日 北海道告示第 111号(変更) 平成16年 2月 3日 北海道告示第 112号(変更)
平成17年 1月25日 北海道告示第 60号(変更) 平成17年 1月25日 北海道告示第 61号(変更)
平成18年 2月24日 北海道告示第 138号(変更) 平成18年 2月24日 北海道告示第 139号(変更)
平成18年 2月24日 北海道告示第 140号(変更) 平成18年 2月24日 北海道告示第 141号(変更)
平成19年 1月30日 北海道告示第 58号(変更) 平成19年 1月30日 北海道告示第 59号(変更)
平成20年 1月29日 北海道告示第 46号(変更) 平成20年 1月29日 北海道告示第 47号(変更)
平成21年 2月20日 北海道告示第 117号(変更) 平成22年 2月19日 北海道告示第 115号(新規)
平成22年 2月20日 北海道告示第 116号(変更) 平成23年 2月25日 北海道告示第 116号(変更)
平成24年 2月24日 北海道告示第 111号(変更) 平成25年 2月22日 北海道告示第 113号(変更)
平成25年 2月22日 北海道告示第 114号(変更) 平成26年 2月21日 北海道告示第 134号(変更)
平成27年 3月27日 北海道告示第 221号(変更) 平成28年 3月25日 北海道告示第 214号(変更)
平成29年 3月 3日 北海道告示第 147号(変更) 平成30年 2月 9日 北海道告示第 98号(変更)
平成31年 2月19日 北海道告示第 106号(変更） 令和 2年 2月14日 北海道告示第 109号（変更）
令和 3年 2月 5日 北海道告示第 84号(変更) 令和 4年 2月25日 北海道告示第 135号(変更)
令和 5年 2月 7日 北海道告示第 61号(変更) 令和 5年 3月24日 北海道告示第 157号(変更)

「別図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部、漁港所在地の市町村を所管する総
合振興局、振興局及び漁港所在地の市町村に備え置いて縦覧に供する。

漁 港 名 施 設 許 可 隻 数 使 用 期 間
(所在町村)

頓 別 漁 港 １ 第２船揚場のうち別図に示す１０メ ２０隻以内 ４月 １日から
（浜頓別町） ートル １１月３０日まで

２ 導流堤のうち別図に示す１４３メー １６隻以内
トル

３ 護岸のうち別図に示す９０メートル １４隻以内

４ 船舶保管施設のうち別図に示すもの ２０隻以内 周年

宗 谷 漁 港 西防波堤のうち別図に示す４５．５ ５隻以内 ４月 １日から
（珊内地区） メートル １１月３０日まで
（稚内市）

恵山泊漁港 １ 第２船揚場のうち別図に示す３０． ８隻以内 ４月 １日から
（稚内市） ７メートル １１月３０日まで

２ 西防波堤のうち別図に示す５４．６ ６隻以内
メートル

３ 南防波堤のうち別図に示す２７．３ ３隻以内
メートル



西稚内漁港 １ 船揚場のうち別図に示す１１．５メ ３隻以内 ４月 １日から
（稚内市） ートル ８月３１日まで

２ 北防波堤のうち別図に示す54.6メー ６隻以内 ４月 １日から
トル １１月３０日まで

抜 海 漁 港 １ 船揚場のうち別図に示す３８．４メ １０隻以内
（稚内市） ートル ４月 １日から

２ 護岸のうち別図に示す１８．２メー ２隻以内 １１月３０日まで
トル

稚咲内漁港 船揚場のうち別図に示す７．５メー ８隻以内 ５月 １日から
（豊富町） トル １０月３１日まで

新湊漁港（新 １ 西防波堤のうち別図に示す５４．６ ６隻以内 周年
湊地区） メートル
（利尻町）

２ 第２船揚場のうち別図に示す７．７ ２隻以内
メートル

仙法志漁港 東防波堤のうち別図に示す４５．５ ５隻以内 周年
（利尻町） メートル

遠 別 漁 港 船揚場のうち別図に示す５メートル ２０隻以内 周年
（遠別町）

苫 前 漁 港 第２東護岸のうち別図に示す２４メ ２隻以内 周年
（苫前町） ートル

鬼 鹿 漁 港 １ 第２－２．５メートル物揚場のうち ３隻以内 周年
（小平町） 別図に示す３０メートル

２ 船揚場のうち別図に示す５メートル ７隻以内

臼 谷 漁 港 西防波堤のうち別図に示す７０メー ８隻以内 周年
（小平町） トル

浜益漁港 １ －２．５メートル物揚場のうち別図 ２隻以内 ４月 １日から
（浜益地区） に示す２０メートル １０月３１日まで
（石狩市）

２ 西防波堤のうち別図に示す１００メ １１隻以内
ートル

古 潭 漁 港 北防波堤のうち別図に示す４０メー ４隻以内 ４月 １日から
（石狩市） トル １０月３１日まで

美 国 漁 港 １ －３．０メートル岸壁のうち別図に ２隻以内 周年
（積丹町） 示す２０メートル

２ －５．０メートル岸壁のうち別図に ３隻以内
示す３０メートル

３ 突堤東側のうち別図に示す３７メー ２隻以内
トル

４ 突堤西側のうち別図に示す３７メー ４隻以内
トル

幌武意漁港 船揚場のうち別図に示す４メートル １０隻以内 ４月 １日から
（積丹町） １０月３１日まで



神恵内漁港 東防波堤のうち別図に示す４０メー ４隻以内 周年
（珊内地区） トル
（神恵内村）

神恵内漁港 西防波堤のうち別図に示す２０メー ２隻以内 周年
（赤石地区） トル
（神恵内村）

神恵内漁港 １ 第２－３．０メートル岸壁のうち別 １隻以内 周年
（本港地区） 図に示す１８．２メートル
（神恵内村）

２ 旧南防波堤のうち別図に示す３０メ ３隻以内
ートル

盃 漁 港 西防波堤のうち別図に示す３５メー ２隻以内 周年
（盃地区） トル
（ 泊 村 ）

横 澗 漁 港 北防波堤のうち別図に示す９１メー ６隻以内 ４月 １日から
（寿都町） トル １０月３１日まで

千 走 漁 港 東防波堤のうち別図に示す７０メー ７隻以内 周年
（千走地区） トル
（島牧村）

須 築 漁 港 船揚場のうち別図に示す２．５メー １隻 周年
（せたな町） トル

狩場漁港 １ 南船揚場のうち別図に示す１０メー ３隻以内 周年
（美谷地区） トル
（せたな町）

２ 西防波堤のうち別図に示す１０メー １隻
トル

狩場漁港 南船揚場のうち別図に示す２８メ ９隻以内 周年
（虻羅地区） ートル
（せたな町）

狩場漁港 １ 船揚場のうち別図に示す３メートル １隻 周年
（吹込地区）
（せたな町） ２ 西防波堤のうち別図に示す１０メー １隻

トル

狩場漁港 船揚場のうち別図に示す９メートル ３隻以内 周年
（中歌地区）
（せたな町）

鵜泊漁港 第２船揚場のうち別図に示す３５． １１隻以内 周年
（太櫓地区） ５メートル
（せたな町）

白 泉 漁 港 船揚場のうち別図に示す５メートル ２隻以内 ４月 １日から
（せたな町） １１月３０日まで

関 内 漁 港 船揚場のうち別図に示す５．４メー ３隻以内 周年
（八雲町） トル

熊 石 漁 港 船揚場のうち別図に示す２１．８メ ９隻以内 周年
（八雲町） ートル

相沼泊川漁港 船揚場のうち別図に示す１２メート ６隻以内 周年
（泊川地区） ル



（八雲町）

相沼泊川漁港 １ 第１船揚場のうち別図に示す１４メ ７隻以内 周年
（相沼地区） ートル
（八雲町）

２ 第２船揚場のうち別図に示す５メー ５隻以内
トル

乙部漁港 北船揚場のうち別図に示す３９．８ １０隻以内 周年
（乙部地区） メートル
（乙部町）

江差追分漁港 船揚場のうち別図に示す２０メート ６隻以内 周年
(五勝手地区) ル
（江差町）

上ノ国漁港 船揚場のうち別図に示す２０メート ８隻以内 周年
(上ノ国地区) ル
（上ノ国町）

奥尻漁港 船揚場のうち別図に示す７．５メー ３隻以内 周年
（稲穂地区） トル
（奥尻町）

神威脇漁港 船揚場のうち別図に示す１０メート ５隻以内 周年
（奥尻町） ル

青 苗 漁 港 １ 北防波堤のうち別図に示す４６メー ５隻以内 周年
（奥尻町） トル

２ 北防波堤のうち別図に示す４６メー ５隻以内
トル

３ 第２船揚場のうち別図に示す６８メ ３４隻以内
ートル

奥尻漁港 船揚場のうち別図に示す７．５メー ３隻以内 周年
（松江地区） トル
（奥尻町）

奥尻漁港 船揚場のうち別図に示す４０メート １０隻以内 周年
（宮津地区） ル
（奥尻町）

吉 岡 漁 港 西防波堤のうち別図に示す５メー ２隻以内 周年
（福島町） トル

福島漁港 １ 北船揚場のうち別図に示す３０メー ９隻以内 周年
（福島地区） トル
（福島町）

木古内漁港 １ 第１船揚場のうち別図に示す４３メ １４隻以内 周年
（釜谷地区） ートル
（木古内町）

２ 西防波堤のうち別図に示す４５メー ５隻以内
トル

３ 南防波堤のうち別図に示す１００メ １４隻以内
ートル

北斗漁港 東防波堤のうち別図に示す８０メー １８隻以内 周年
（上磯地区） トル



（北斗市）

鹿 部 漁 港 東防波堤のうち別図に示す５０メー １３隻以内 周年
（鹿部町） トル

八雲漁港 船揚場のうち別図に示す８メートル ５０隻以内 周年
（八雲地区）
( 八雲町）

大 岸 漁 港 １ 船揚場のうち別図に示す５メートル １２隻以内 周年
（豊浦町）

２ 東防波堤のうち別図に示す８５メー １６隻以内
トル

３ 南防波堤のうち別図に示す５０メー １０隻以内
トル

黄 金 漁 港 １ 船揚場のうち別図に示す５メートル ２８隻以内 周年
（伊達市）

２ 西防波堤のうち別図に示す１２５ ３０隻以内
メートル

３ 北防波堤のうち別図に示す８５メー ２２隻以内
トル

門 別 漁 港 船揚場のうち別図に示す４メートル ７隻以内 周年
（日高町）

節 婦 漁 港 南防波堤のうち別図に示す２０メー ５隻以内 ４月 １日から
（新冠町） トル １１月３０日まで

三石（三石） 船揚場のうち別図に示す５メートル ５隻以内 ４月 １日から
漁港 １１月３０日まで
（新ひだか町）

幌茂尻漁港 北防波堤のうち別図に示す４０メー ３隻以内 ４月 １日から
(幌茂尻地区) トル １１月３０日まで
（根室市）

於尋麻布 船揚場のうち別図に示す５メートル １０隻以内 ５月 １日から
漁港 １１月３０日まで
（羅臼町）

羅 臼 漁 港 第１船揚場のうち別図に示す５メー ４隻以内 周年
（羅臼町） トル

知円別漁港 船揚場のうち別図に示す５メートル １隻 周年
（羅臼町）

相 泊 漁 港 船揚場のうち別図に示す５メートル １隻 周年
（羅臼町）

知布泊漁港 西防波堤のうち別図に示す１５０メ １３隻以内 ５月 １日から
（斜里町） ートル １１月３０日まで

能取（二見 １ －６．０メートル岸壁のうち別図に １０隻以内 ５月 １日から
ヶ岡）漁港 示す１５０メートル １１月３０日まで
（網走市）

２ －４．０メートル岸壁のうち別図に １６隻以内
示す３３０メートル



３ 護岸のうち別図に示す２００メ ー ５隻以内
トル

４ 船揚場のうち別図に示す３０メート １００隻以内
ル

常 呂 漁 港 船揚場のうち別図に示す１０メート １５隻以内 ４月２０日から
（北見市） ル １１月３０日まで

浜 佐 呂 間 １ 船揚場のうち別図に示す１０メート ２０隻以内 ４月２０日から
漁港 ル １１月３０日まで
（佐呂間町）

２ 北防波堤のうち別図に示す７３メー １０隻以内
トル

富武士漁港 １ 北防波堤（新港）のうち別図に示す １０隻以内 ４月２０日から
(富武士地区) ５０メートル １１月３０日まで
（佐呂間町）

２ 東防波堤（旧港）のうち別図に示す ２隻以内
１０メートル

富武士漁港 西防波堤のうち別図に示す５５メー ５隻以内 ４月２０日から
（若里地区） トル １１月３０日まで
（佐呂間町）

登栄床漁港 東防波堤のうち別図に示す８２メー １８隻以内 ４月２０日から
（湧別町） トル １１月３０日まで


